
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 
※ご注意ください 

★保証会社の保証が得られない場合など、ご希望に添いかねる場合がございます。 

★別途、印紙代がかかります。 

★お預かりした書類は、ご返却致しませんのでご了承ください。 

  

■裏面の商品概要もご覧ください。 

■詳しい内容については当金庫の本支店窓口、または渉外担当者にお問い合わせください。 

■商品概要説明書は、店頭、ホームページにて入手できます。 

 

 

●普通預金に貸越極度をセット！  ●窓口、ＡＴＭでご利用できます！ 

●お使いみちは自由です！     ●反復してご利用が可能です！ 

●手続きも簡単です！       ●ご返済は随時！ 

●所得証明は不要、必要書類は本人確認資料のみで OK！（詳しくは裏面） 

固定金利 

（年利） 

ご融資 

極度額 

（平成 27年 6月お借入の場合） 

地元と共に生きる 

（ただし、事業性資金は除きます。） 

普通預金セット型当座貸越契約 



家計まもるくん商品概要 

商 品 名 くらしんカードローン『家計まもるくん』 

商品内容 

・普通預金に当座貸越極度をセットします。（プラス残高の時は普通預金

口座、マイナス残高の時はカードローン口座） 

・極度内であれば、反復してご利用ができます。 

・窓口またはＡＴＭでご利用できます。 

・公共料金の口座振替時等に普通預金が残高不足である場合にも自動的

に極度額まで貸越することができます。ただし、総合口座通帳に定期

性預金を預入していただいている場合は、定期性預金を担保とする当

座貸越が優先されます。 

・本商品に係る貸越用カードは発生いたしません。 

対 象 者 

・契約時の年齢が満２０歳以上６８歳未満の方 

・営業地区内に居住または勤務されておられる方 

・保証会社の保証が得られる方 

融資形式 当座貸越（随時返済カードローン） 

資金使途 使途自由（事業資金を除く） 

融資金額 ２０万円の貸越極度を設定 

返済方法 随時返済（利息は毎年３月と９月の第２土曜日の翌日に元加されます。） 

貸越利率 １２.５％（年利率） 

遅延損害金 元金に対して貸越(約定)利率の日割計算したもの 

保 証 人 不 要 

担  保 不 要 

契約期間 

２年間（原則自動更新） 

・但し、契約者の信用状況によっては更新できない場合がございます。 

また、保証会社の判断により、期間中であっても利用停止させていただ

く場合がございます。 

必要書類 

・運転免許証等の顔写真入りの公的証明書（有効期限内のもの） 

・健康保険証の場合は、以下のいずれか１点が必要となります。 

住民票の写し、源泉徴収票の写し、公共料金の請求書または領収書の

写し、税金の納付通知書または領収書の写し 

手 数 料 印紙代 200円が必要です。 

保証会社 株式会社 エヌケーシー 

苦情処理措置 

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統

括室（9時～17時、電話：0858－22－1111）にお申し出ください。 

紛争解決措置  東京弁護士会（電話： 03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電

話:03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁セ

ンター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお

客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括室または全国し

んきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-5825）にお申し出ください。 

そ の 他 お申込人が無職の方は、配偶者のご職業の記入が必要になります。 

 


